
常滑市地区計画等の案の作成手続に関する条例（平成16年常滑市条例第18

号）第２条の規定に基づき、次の地区計画の案を作成するため、当該地区計画

の原案を次のように一般の縦覧に供する。 

なお、当該地区計画の区域内の土地所有者等利害関係人は、縦覧期間満了の

日までに当該地区計画の原案について常滑市に対し、意見書を提出することが

できる。 

 

令和８年６月１日 

常滑市長 伊 藤 辰 矢 

 

１ 都市計画の種類 

知多都市計画地区計画の決定 

 

２ 地区計画の原案の概要 

(１) 名称 

奥栄町地区計画 

(２) 位置、面積及び区域 

奥栄町一丁目の一部、約6.2ha（別図参照） 

 

３ 縦覧場所 

常滑市役所建設部都市計画課 

 

４ 縦覧期間及び時間 

令和８年６月１日（月）から同月15日（月）まで（土･日曜日を除く。） 

午前９時から午後４時まで 



別　図


